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子育て支援施設「きらり」の利用について 

・子育て広場     月曜      9～12 時 13～16 時 

              火・水・木曜  9～12 時 

               親子で自由に利用できます 

・子育てサロン    金曜      9～12 時 13～16 時   

お茶を飲みながらちょっと一息 

  ・電話相談      月～金曜日  9～12 時 13～16 時 

 

「きらり」は親子が自由に交流できる場です。子育ての情報や悩みなど、子育て 

支援コーディネーターや児童家庭相談員がいますので、気軽にご相談ください。 

登録したその日から遊べます。就学前の子どもとその保護者が利用できます。 

綾川町子育て支援施設 きらり 

綾歌郡綾川町畑田 671-8 

ＴＥＬ  087-877-2320 

春の風が心地よい季節となりました。きらりに遊びに

来た子どもたちは、園庭で元気いっぱいに滑り台やブラ

ンコ、砂場、芝山などで遊びながら、身体を使って動くこ

との気持ちよさを感じているようです。お母さんたちも、

お子さんと一緒に遊んだり、お母さん同士でおしゃべり

を楽しんだりしながら過ごしています。 

 

 

保育室には、絵本や電車、ままごと、

人形、パズルなどいろいろな玩具があり

ます。子どもたちは、それらを使った遊

びに興味や関心をもち、自分なりの遊び

の世界を広げながら楽しんでいます。 

「親子でゆったり遊べるところはないかな。」 「他の

子どもとふれあえるといいな。」 「戸外でのびのび遊べ

るといいな。」 そんな風に思っている子育て中のみなさ

ん、きらりに遊びに来てくださいね。 


